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【手続補正書】
【提出日】令和3年2月15日(2021.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィード口から供給された樹脂原料を押し出すスクリュと、
　前記スクリュにより押し出される樹脂原料を加熱する第１加熱器と、
　前記第１加熱器により加熱されながら前記スクリュにより押し出される樹脂原料に、前
記フィード口よりも下流側に配置されたサイドフィード口から供給される可塑剤を予め加
熱する第２加熱器とを備えた混練装置。
【請求項２】
　前記スクリュが、前記樹脂原料を押し戻すために設けられた樹脂滞留部を有し、
　前記樹脂滞留部に対応する位置に前記サイドフィード口が配置される請求項１に記載の
混練装置。
【請求項３】
　前記スクリュが収容されるシリンダの下流端よりも上流端に近い位置に前記サイドフィ
ード口が配置される請求項２に記載の混練装置。
【請求項４】
　前記樹脂滞留部が、前記サイドフィード口の上流側に配置される請求項２に記載の混練
装置。
【請求項５】
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　前記可塑剤が、固体状可塑剤である請求項１に記載の混練装置。
【請求項６】
　前記可塑剤の一部が、前記フィード口から供給される樹脂原料に加えられる請求項１に
記載の混練装置。
【請求項７】
　フィード口から供給された樹脂原料をスクリュにより押し出す押し出し工程と、
　前記スクリュにより押し出される樹脂原料を加熱する加熱工程と、
　前記加熱工程により加熱されながら前記スクリュにより押し出される樹脂原料に、前記
フィード口よりも下流側に配置されたサイドフィード口から、加熱された可塑剤を供給す
る供給工程とを包含する混練物の製造方法。
【請求項８】
　前記可塑剤のうちの０重量％よりも多く５０重量％以下の可塑剤が前記フィード口から
前記樹脂原料と共に供給される請求項７に記載の混練物の製造方法。
【請求項９】
　前記サイドフィード口の上流側で前記樹脂原料が押し戻される請求項７に記載の混練物
の製造方法。
【請求項１０】
　前記可塑剤が、固体状可塑剤である請求項７に記載の混練物の製造方法。
【請求項１１】
　前記可塑剤の一部が、前記フィード口から供給される樹脂原料に加えられる請求項７に
記載の混練物の製造方法。
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